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１７年度上期活動計画について

　平成17年度上期活動計画の詳細につきましては、裏面

に記載してありますのでご覧ください。参加できる方は、

実施日の１週間前までに必ずご連絡ください。

名簿について

　現在、皆さんにお配りしている名簿は、平成16年5月に

作成したものです。平成17年5月の協力員講習会終了後に

名簿を更新し、皆さんにお送りする予定です。個人情報と

なりますので、お取り扱いには十分注意してください。

広告景観推進協力員募集について

　お知り合いの方で、一緒に活動していただける方がい

らしたらぜひご連絡ください。お待ちしております。

第９号 2005年3月23日（不定期）

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

　日頃より、本市屋外広告物行政にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。

協力員制度ＰＲパネル展開催しました

市民活動サポートセンター

平成17年1月11日～21日

北下浦行政センター

平成17年2月7日～18日

追浜行政センター

平成17年3月1日～11日

第6回意見交換会の報告

　2月9日（水）に、301会議室において意見交換会が開催されま

した。今回は、13名の方が参加されました。主な意見は、下記の

とおりです。

ケイビパトについて

・ 店番のアルバイトなどにパンフレットを渡すことが多い　

　が、それではうまく是正につながらないようだ。 市から店

　長なり社長なりに話した方が効果ある。個人のお店には、ケ

　イビパトで何度でも粘り強く指導したほうがいい。

・ 違反広告物は、減少してきているが、ケイビパトの回数は減  

　らさない方がいいと思う。

・ 以前のケイビパトのときの指導記録があれば、それをもと

　に、指導をするといいと思う。

・ 他の団体と合同でケイビパトを実施することは、とてもい

　いことだと思うので今後も続けていってほしい。

適用除外について

・ 葬儀屋の立看板がかなり目立っている。このまま適用除外

　としておいてよいのか。

・ 案内として役に立っているので、適用除外で良いのではな 

　いか。

・ 迷い犬などのはり紙は、貼りっぱなしで片づけない。

　貼った日付が書いてあれば、２週間後に除却するなどルー

　ル化したほうがよい。等々。

ケイビパトのゼッケンをつくります

17年度に活動時のユニフォームと

して50着程度を準備し、活動時に貸

し出す予定です。デザインは、右記

のようなものを考えています。色、

表示内容等について、アイデア、ご

意見などありましたら、連絡くださ

い。参考にさせていただきたいと思

います。

ケイビパト

yokosuka

パトロール中

事務局から：今回の意見交換会では、屋外広告の日（上町地区）のビデオ鑑賞をしました。鑑賞をご希望の方は、

　　　　　      景観推進課事務室で見ることができますので必ずご連絡のうえお越しください。


